特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の届出について

特定工場（政令で定める施設）を設置している者は、公害の発生防止に自主的に取り組むための人的組織を設置するよう、法律で義務付けています。設置・解任にあたっては、届出が必要です。

Ⅰ法律の概要
１対象の工場（特定工場）の種類
　　公害防止管理者等を選任しなければならない「特定工場」とは、製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業のいずれかで、以下の表の施設を設置する工場です（佐賀市所管分のみ記載しています）。
	
	施設の区分

	水質関係

	有害物質(※１)を排出する汚水等排出施設（※２）
（公害防止管理者法施行令別表第１参照）
	排出水量(※３)が10,000m3以上の工場に設置されているもの 

	
	
	排出水量が10,000m3未満の工場（※５）又は特定地下浸透水(※４)を浸透させている工場に設置されているもの

	
	上記以外
	排出水量が10,000m3以上の工場に設置されているもの

	
	
	排出水量が10,000m3未満の工場に設置されているもの
（1,000㎥未満のものは除く）

	大気関係
	一般粉じん発生施設 
	全ての施設（大気汚染防止法施行令別表第２）

	騒音関係
	騒音発生施設
	機械プレス、鍛造機

	振動関係
	振動発生施設
	液圧プレス、機械プレス、鍛造機


※１　有害物質：水質汚濁防止法施行令第２条各号に掲げる物質
※２　汚水等排出施設：水質汚濁防止法施行令別表第１第２号～第５９号、第６１号～第６３号、第６３号の３、
第６４号、第６５号～第６６号の２、第７１号の５～第７１号の６に掲げる施設
※３　排出水量：１日あたりの平均的な公共用水域への排出水の量
※４　特定地下浸透水：地下に浸透する水で、有害物質使用特定施設に係る汚水等を含むもの
※５　雨水のみ排出する工場も含みます


２　公害防止管理者等の組織体系
　法律が定める公害防止組織は、基本的には「一定規模以上の特定工場」と「その他の特定工場」に大別され、三種の職種（公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者）及びそれぞれの代理者（本人が何らかの理由で業務が遂行できない場合のため）で構成されます。それぞれの職務は下表のとおりです。
	種　　類
	職　　　務
	例　示

	公害防止統括者
	公害防止業務の統括管理する。
工場長等の職責にある人が適任。資格（後述）は不要。
	工場長

	代理者
	
	副工場長

	公害防止主任管理者
	公害防止統括者の補佐し、公害防止管理者を指揮する。
資格が必要。
	部長

	代理者
	
	副部長

	公害防止管理者
	公害発生施設又は公害防止施設の運転・維持・管理、燃料・原材料の検査等、技術的事項を管理する。
施設の直接の責任者が想定される。資格が必要。
	課長

	代理者
	
	係長


※上表のうち、太枠部分が佐賀市で届出を受付けるものとなります。（公害防止主任管理者は、ばい煙発生施設及び汚水等排出施設の両方を設置する工場のみ設置義務が生じ、県で受付ています。）

３　公害防止管理者等の選任
	種　　類
	選任の必要な要件
	資格※１
	選任期間

	公害防止統括者
	常時従業員が２１名以上の工場において選任（※２）
	不要
	選任（解任）すべき事由が発生した日（※３）から３０日以内

	代理者
	
	
	

	公害防止管理者
	・施設の区分ごとに選任が必要（※１）
・同一人が複数の工場を兼務することは、一定の条件を満たす場合を除いて原則禁止（※４）　
	要
	選任（解任）すべき事由が発生した日（※３）から６０日以内

	代理者
	
	
	


※１　公害防止管理者の種類と必要な資格（市関係分）
施設の種類や規模によって、必要な資格が決められています。公害防止管理者等の資格は、実務経験がなくても国家試験に合格すると資格を得ることができます。または、技術資格、学歴、実務経験のある方が資格認定講習を修了して、資格を取得する方法もあります。（⇒※５　資格の取得について　をご参照ください）
※２　公害防止統括者の選任要件
常時使用する従業員の数が２０人以下の工場であっても、その事業者に別に工場があり、その事業者が常時使用する従業員を合計すると２１人以上になる場合には、その事業者は、それぞれの工場について、公害防止統括者を選任する必要があります。
※３　選任（解任）すべき事由が発生した日　
①死亡、退職、人事異動等により選任されている者が公害防止管理者等でなくなった日 
②法第10条に基づく市長の解任命令により公害防止管理者等が解任された日 
③特定工場が設置された日
④既設の工場が新たに対象施設の設置、特定工場の範囲の拡大、指定地域の拡大等により特定工場となった日
　　⑤施設の廃止により特定工場でなくなった日
※４　兼務が認められる場合
次の①から④の場合で主務大臣が定める基準（特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第五条第二号ただし書に基づく基準（平成 17 年3月7日 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号））を満たし、その職務を遂行するにあたって支障がないときは、兼務が認められます。
1 事業協同組合等の組合員が共同で公害防止業務を行う際に、同一人を選任する場合
2 同一社であるが同一敷地内にない複数の工場において、同一人を選任する場合 
3 親子会社等の関係にあるものが設置する複数の工場において、同一人を選任する場合 
4 近隣の同業種の中小企業者が共同で公害防止業務を行う際に、同一人を選任する場合

	公害発生施設の区分
	公害防止管理者の種類
	資格の種類
(下記のいずれかが必要)

	水       質
	有害物質を排出する汚水等排出施設

	排出水量が10,000m3以上の工場に設置されているもの 
	水質関係
第１種
	・水質関係第１種

	
	
	排出水量が10,000m3未満の工場又は特定地下浸透水を浸透させている工場に設置されているもの
	水質関係
第２種
	・水質関係第１,２種

	
	上記以外
	排出水量が10,000m3以上の工場に設置されているもの
	水質関係
第３種
	・水質関係第１,３種

	
	
	排出水量が10,000m3未満の工場に設置されているもの（1,000㎥未満のものは除く）
	水質関係
第４種
	・水質関係第１,２,３,４種

	大 気
	一般粉じん発生施設 
	全ての施設
（大気汚染防止法施行令別表第２）
	一般粉じん関係
	・大気関係第１,２,３,４種
・特定粉じん関係
・一般粉じん関係

	騒音
	機械プレス
	呼び加圧能力が980ｋN以上
	騒音・振動
関係
	・騒音・振動関係
・騒音関係

	
	鍛造機
	落下部分の重量が1ｔ以上のハンマー
	
	

	振 動
	液圧プレス
	呼び加圧能力が2,941ｋN以上
(矯正プレスを除く)
	
	・騒音・振動関係
・振動関係

	
	機械プレス
	呼び加圧能力が980ｋN以上
	
	

	
	鍛造機
	落下部分の重量が1ｔ以上のハンマー
	
	


※５　資格の取得について
公害防止管理者等は、以下の①、②により、資格が取得できます。
①公害防止管理者等国家試験（例年７月頃に申込受付、１０月頃に実施）に合格
②公害防止管理者等資格認定講習（受講資格として経験年数等が必要、例年１０月頃～３月頃に各資格区分ごとに申込受付・実施）を修了
【試験・講習に関しては、下記ＵＲＬから確認してください】
（一社）産業環境管理協会ホームページ　http://www.jemai.or.jp/
http://www.jemai.or.jp
Ⅱ届出について
１　届出方法
公害防止統括者（その代理者を含む）、公害防止管理者（その代理者を含む）を選任（解任等も含む）した場合などは、届け出の義務があります。届出は、所定の様式に記入し、必要な書類（資格を有する者である旨を証する書類等）を添付して提出期限までに佐賀市環境保全課に提出してください。

２　届出の種類と内容
	届出を必要とする場合
	届出の種類
	根拠条項
	提出書類
	届出の時期

	・公害防止統括者又は代理者を選任/解任したとき
・公害防止統括者又は代理者が死亡したとき
	公害防止統括者（公害防止統括者の代理者）選任、死亡、解任届

	法3-3
法6-2
	様式第1

	選任、死亡、解任した日から30日以内

	[bookmark: _GoBack]・公害防止管理者又は代理者を選任/解任したとき
・公害防止管理者又は代理者が死亡したとき
	公害防止管理者（公害防止管理者の代理者）選任、死亡、解任届

	法4-3
法6-2
	様式第2
（選任時のみ）
・法7-1-1の資格を有するものである旨を証する書類（※１）
・別紙（施設の種類等）
(兼務の場合のみ)
・兼務の基準を満たしていることを証する書面（※２）
	選任、死亡、解任した日から30日以内

	特定事業者について相続又は合併があり、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人がその地位を承継したとき

	承継届
	法6の2-2
	様式第3の2
（以下のいずれかを添付※３）
①相続同意証明書（様式第3の3）及び戸籍抄本
②相続証明書（様式第3の4）及び戸籍抄本
③法人の登記簿謄本
	遅滞なく



※１　公害防止管理者の資格を有する者であることを証する書類（下記のいずれか）
　　①国家試験合格証書の写し
　　②資格認定講習終了証書の写し
※２　兼務の基準を満たしていることを証する書面の例
　　①兼務規定
　　②兼務公害防止管理者の業務範囲等に関する説明書
※３　承継届の添付書類
①特定事業者の地位を承継した相続人であって、２以上の相続人の全員の同意により選定されたもの（個人事業者）⇒相続同意証明書（様式第3の3）＋戸籍抄本
②①以外の相続人（個人事業者）⇒相続証明書（様式第3の4）＋戸籍抄本
③特定事業者の地位を承継した法人⇒法人の登記簿謄本お問い合わせ先及び届出窓口
佐賀市　環境保全課　環境保全係
〒849-0917　
佐賀市高木瀬町大字長瀬2563番地1
（旧清掃センター　２階）
電話：０９５２－３０－２４３６
ＦＡＸ：０９５２－３０－２４３９
Ｅ-mail：kankyohozen@city.saga.lg.jp
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